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冬山登山の事故防止について(依頼)

登山事故の防止については、例年関係方面の御協力をいただいているところですが、冬

山登山における遭難事故は依然として多く発生しております。さらに、登山する山が火山

の場合には、噴気や火山ガスが発生している危険な場所がありますので、気象庁や各都道

府県等が発表している最新の情報を入手し、十分に注意する必要があります。

スポーツ庁においても、過去の遭難事故事例及びその発生原因、スポーツ事故・外傷・

障害の防止に関する理解を深めるため、登山部顧問などのスポーツ指導者等を対象とした

スポ}ツ施設等安全管理講習会(登山部顧問等安全登山講習会)や、独立行政法人日本ス

ポーツ振興センタ一国立登山研修所の主催による安全登山指導者研修会等、冬山登山の事

故防止に係る施策の一層の充実に努めておりますが、貴職におかれでも、別紙 1r冬山登

山の警告j及び別紙2r冬山登山の事故防止についてJ (平成29年 12月 1日付け通知)

を関係機関・団体及び関係者に周知されるとともに、関係機関・団体及び関係者との密接

な協力の下、全ての登山者及び登山関係者の冬山における事故防止に万全を期されるよう

御配慮願います。

なお、高校生(中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部を含む。)及び高等専門学

校第 1学年から第3学年までに属する生徒(以下「高校生等Jという。)の冬山登山につ

いては、別紙2のとおり、原則として行わないよう、適切な対応をお願いしております。

貴職におかれましては、引き続き適切な対応をお願いします。



加えて、新型コロナウイルス感染症の拡大防止については、政府や都道府県の方針・要

請及び以下の新型コロナウイルス感染情報※を参考に、適切な対応に努めていただくよう

お願いします。

※新型コロナウイルス感染症関連情報

Oスポーツ庁即

「登山再開に向けてのガイドライン(公益社団法人日本山岳・スポーツクライミ

ング協会)J 

https://www.mext.go.jp/sports/content/20200807-spt_kensport01-000009263_ 

4.pdf 

O文部科学省官

「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル~r学校の

新しい生活様式JJ 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00029.html 

0厚生労働省即「新型コロナウイルス感染症についてJ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html地o

ushin 

このことについて、都道府県知事におかれては、所管の関係部局・機関・団体及び高等

学校(中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部を含む。以下「高等学校等Jという。)

並びに域内の指定都市を除く市区町村に対して、指定都市市長におかれては、所管の関係

部局・機関・団体に対して、都道府県・指定都市教育委員会教育長におかれては、所管の

関係部局・機関・団体及び高等学校等並びに域内の指定都市を除く市区町村教育委員会に

対して、構造改革特別区域法(平成 14年法律第 189号)第 12条第 1項の認定を受け

た地方公共団体の長におかれては、域内の学校設置会社及び当該会社が設置した高等学校

等に対して周知をお願いします。

また、公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会及び公益財団法人全国高等学

校体育連盟におかれては、各都道府県加盟団体等に周知されるとともに、当該団体等にお

いて事故防止に係る積極的な取組が行われるよう御協力をお願いします。

(本件担当)
【一般の登山に関すること】

スポーツ庁健康スポーツ課
担当:事業係塚本・水名口
電話:03-5253-4111 (内線3939)
アドレス:kensport@mext. go. jp 

【運動部活動に関すること】
スポーツ庁地域スポーツ課
担当:学校運動部活動係林・鈴木
電話:03-5253-4111 (内線3953)
アドレス:tiikisport@mext. go. jp 


